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平成31年２月28日付 事務連絡の内容について ①背景
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環境省
の取組

住宅宿泊事業者等に対し、廃棄物処理にどのような負担を感じているかヒアリング

自治体に対し、住宅宿泊事業者が負担に感じている事項に対して、どういった

対応を行っているのかをヒアリング

平成30年６月に施行された住宅宿泊事業法に基づく
住宅宿泊事業者の届出手続きの負担軽減を図るべきとの指摘

廃棄物処理法に基づいて行うべき、住宅宿泊事業で発生する廃棄物の処理に
ついて、より負担感なく適法な対応を明らかにし

その普及を図るという方針を決定



住宅宿泊事業で発生した廃棄物をどう処理すれば
いいかわからない

住宅宿泊事業で発生した廃棄物を処理できるのは
「許可業者」だけと聞いたけど、「許可業者」の
探し方がわからない

住宅宿泊事業で発生した廃棄物の処理について
相談したいが、相談先がわからない

「許可業者」へ廃棄物の処理をお願いしたけど、
量が少ないからと断られてしまった

平成31年２月28日付 事務連絡の内容について ②課題と事例

住宅宿泊事業者の困りごと

環境省の取組

上記内容を環境省から各都道府県や市町村の廃棄物担当部署へ周知。住宅宿泊事業者からの
問い合わせがあれば、住宅宿泊事業担当部署と連携の上、各自治体の実情に応じた適切な対応

を依頼。

同時に、観光庁及び厚生労働省から、各都道府県等の住宅宿事業担当部署にも同様の内容を
周知。

住宅宿泊事業担当部署と連携し、住宅宿泊事業で発生した
廃棄物の処理に関するリーフレット等を配布

廃棄物担当部署が作成した「許可業者リスト」を住宅宿泊事
業者に提示

ウェブサイト等で相談窓口を記載し周知。また、電話やメー
ルでの相談対応を行うなど、住宅宿泊事業者が、廃棄物の
適正処理に関する相談をしやすい環境を整備

ルールを遵守すること等を条件として、有料ごみ処理券や
指定ごみ袋を使用することで、市町村が行う家庭ゴミの収集
と一緒に、住宅宿泊事業で発生する廃棄物を収集

市町村での対応事例


